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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　最上層の第１配線層と、
　前記第１配線層と同一平面上に形成され、前記第１配線層と離間して形成された最上層
の第２配線層と、
　前記第１配線層及び前記第２配線層を被覆する保護絶縁層と、
　前記保護絶縁層を厚さ方向に貫通し、前記第１配線層の上面の一部を露出する第１貫通
孔と、
　前記保護絶縁層を厚さ方向に貫通し、前記第２配線層の上面の一部を露出する第２貫通
孔と、を有し、
　前記第１貫通孔は、前記保護絶縁層の上面に形成され、内壁面が曲面に形成された凹部
と、前記凹部の底部に形成され、前記凹部よりも平面形状が小さく形成された開口部とが
連通されてなり、
　前記第１貫通孔の内壁面には、深さ方向の中途に段差が形成されており、
　前記第２貫通孔は、前記凹部よりも平面形状が大きく形成されており、
　前記第２貫通孔の内壁面には、深さ方向の中途に段差が形成されていないことを特徴と
する配線基板。
【請求項２】
　前記開口部から露出する前記第１配線層の上面に形成された表面処理層を有し、
　前記表面処理層の上面は、前記凹部の内壁面の下端と前記開口部の内壁面の上端との接
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続部に形成された角部よりも下側に位置していることを特徴とする請求項１に記載の配線
基板。
【請求項３】
　前記開口部から露出する前記第１配線層の上面に形成された表面処理層を有し、
　前記表面処理層の上面は、前記凹部の内壁面の下端と前記開口部の内壁面の上端との接
続部に形成された角部よりも上側に位置していることを特徴とする請求項１に記載の配線
基板。
【請求項４】
　前記表面処理層は、前記開口部に充填された基部と、前記凹部の底部に形成され、前記
基部よりも平面形状が大きく形成された先端部とを有することを特徴とする請求項３に記
載の配線基板。
【請求項５】
　前記表面処理層に接合されたはんだバンプを有することを特徴とする請求項２～４のい
ずれか一項に記載の配線基板。
【請求項６】
　請求項５に記載の配線基板と、
　前記はんだバンプに接合された接続端子を有し、前記配線基板にフリップチップ実装さ
れた半導体チップと、を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　最上層の第１配線層及び第２配線層を、同一平面上に互いに離間して形成する工程と、
　前記第１配線層及び前記第２配線層の一部を被覆する保護絶縁層を形成する工程と、
　フォトリソグラフィ法により、前記保護絶縁層の上面のうち前記第１配線層と平面視で
重なる部分に、内壁面が曲面となる凹部を形成するとともに、前記保護絶縁層を厚さ方向
に貫通して前記第２配線層の上面の一部を露出する第２貫通孔を形成する工程と、
　レーザ加工法により、前記凹部の底部に、前記凹部よりも平面形状が小さく形成され、
前記第１配線層の上面の一部を露出する開口部を形成し、前記凹部及び前記開口部が連通
してなる第１貫通孔を形成する工程と、を有し、
　前記第２貫通孔は、前記凹部よりも平面形状が大きく形成されることを特徴とする配線
基板の製造方法。
【請求項８】
　前記開口部から露出する前記第１配線層の上面に表面処理層を形成する工程と、
　前記表面処理層の上面にはんだボールを搭載する工程と、
　リフロー処理により前記はんだボールを溶融し、前記表面処理層の上面にはんだバンプ
を形成する工程と、を有することを特徴とする請求項７に記載の配線基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配線基板、半導体装置及び配線基板の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　半導体チップ等の電子部品を配線基板に実装する場合には、配線基板の最表層がソルダ
ーレジストと呼ばれる絶縁材料によってはんだの付着や汚染等から保護される。この場合
、ソルダーレジストには、電子部品との接続に必要な電子部品搭載用のパッドを形成する
ために、ソルダーレジストの下層に形成された配線層を露出させるための開口部が形成さ
れる（例えば、特許文献１，２参照）。
【０００３】
　すなわち、図１７に示すように、絶縁層１００の上面に配線層１０１が形成され、その
配線層１０１を被覆するように絶縁層１００の上面にソルダーレジスト層１０２が形成さ
れる。ソルダーレジスト層１０２には、配線層１０１の一部を電子部品搭載用のパッド１
０１Ｐとして露出する貫通孔１０２Ｘが形成される。この貫通孔１０２Ｘは、例えば、フ
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ォトリソグラフィ法を用いて形成される。そして、パッド１０１Ｐ上には、例えば、電子
部品と接続されるはんだバンプが形成される。このはんだバンプは、パッド１０１Ｐ上に
はんだボールを搭載し、そのはんだボールを溶融して形成される。このとき、貫通孔１０
２Ｘの内壁面を曲面に形成することにより、はんだボールの搭載性が向上する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－２５８５９０号公報
【特許文献２】特開２００８－２５８３７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、近年では、半導体チップの高性能化に伴って、半導体チップの配線基板への
接続端子の数が増大（多ピン化）し、さらに半導体チップの接続端子の狭ピッチ化が進ん
でいる。これに対応して、配線基板のパッドの狭ピッチ化（例えば、５０μｍ以下のピッ
チ）が求められている。しかし、内壁面が曲面に形成された貫通孔１０２Ｘでは、その開
口端の開口径Φ１０が大きくなってしまう。このため、貫通孔１０２Ｘによって開口され
たパッド１０１Ｐの狭ピッチ化は困難である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一観点によれば、最上層の第１配線層と、前記第１配線層と同一平面上に形成
され、前記第１配線層と離間して形成された最上層の第２配線層と、前記第１配線層及び
前記第２配線層を被覆する保護絶縁層と、前記保護絶縁層を厚さ方向に貫通し、前記第１
配線層の上面の一部を露出する第１貫通孔と、前記保護絶縁層を厚さ方向に貫通し、前記
第２配線層の上面の一部を露出する第２貫通孔と、を有し、前記第１貫通孔は、前記保護
絶縁層の上面に形成され、内壁面が曲面に形成された凹部と、前記凹部の底部に形成され
、前記凹部よりも平面形状が小さく形成された開口部とが連通されてなり、前記第１貫通
孔の内壁面には、深さ方向の中途に段差が形成されており、前記第２貫通孔は、前記凹部
よりも平面形状が大きく形成されており、前記第２貫通孔の内壁面には、深さ方向の中途
に段差が形成されていない。
 
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の一観点によれば、パッドの狭ピッチ化に容易に対応することができるという効
果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】（ａ）は、第１実施形態の配線基板を示す概略断面図、（ｂ）は、（ａ）に示し
た配線基板の一部を拡大した拡大断面図。
【図２】（ａ）は、第１実施形態の半導体装置を示す概略断面図、（ｂ）は、（ａ）に示
した半導体装置の一部を拡大した拡大断面図。
【図３】（ａ）～（ｃ）は、第１実施形態の配線基板の製造方法を示す概略断面図。
【図４】（ａ）～（ｃ）は、第１実施形態の配線基板の製造方法を示す概略断面図。
【図５】（ａ）は、第１実施形態の配線基板の作用を示す説明図、（ｂ）は、従来の配線
基板の問題点を示す説明図。
【図６】（ａ），（ｂ）は、第１実施形態の配線基板の製造方法を示す概略断面図、（ｃ
）は、第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す概略断面図。
【図７】（ａ）は、第２実施形態の配線基板を示す概略断面図（図８における７ａ－７ａ
断面図）、（ｂ）は、（ａ）に示した配線基板の一部を拡大した拡大断面図。
【図８】第２実施形態の配線基板を示す概略平面図。
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【図９】（ａ）は、第２実施形態の半導体装置を示す概略断面図、（ｂ）は、（ａ）に示
した半導体装置の一部を拡大した拡大断面図。
【図１０】（ａ）～（ｃ）は、第２実施形態の配線基板の製造方法を示す概略断面図。
【図１１】（ａ）～（ｃ）は、第２実施形態の配線基板の製造方法を示す概略断面図。
【図１２】（ａ），（ｂ）は、第２実施形態の配線基板の製造方法を示す概略断面図、（
ｃ）は、第２実施形態の半導体装置の製造方法を示す概略断面図。
【図１３】変形例の配線基板を示す概略断面図。
【図１４】変形例の配線基板を示す概略断面図。
【図１５】変形例の配線基板を示す概略断面図。
【図１６】変形例の配線基板を示す概略断面図。
【図１７】従来例の配線基板を示す概略断面図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、添付図面を参照して各実施形態を説明する。なお、添付図面は、便宜上、特徴を
分かりやすくするために特徴となる部分を拡大して示している場合があり、各構成要素の
寸法比率などが実際と同じであるとは限らない。また、断面図では、各部材の断面構造を
分かりやすくするために、一部の部材のハッチングを梨地模様に代えて示し、一部の部材
のハッチングを省略している。
【００１０】
　（第１実施形態）
　以下、図１～図６に従って第１実施形態を説明する。
　図１（ａ）に示すように、配線基板１０は、基板本体１１を有している。基板本体１１
の下面には、配線層２１と、ソルダーレジスト層２２とが順に積層されている。また、基
板本体１１の上面には、配線層３１と、ソルダーレジスト層３２とが順に積層されている
。
【００１１】
　基板本体１１としては、例えば、コア基板、コア基板を有するコア付きビルドアップ基
板、コア基板を有していないコアレス基板を用いることができる。基板本体１１としてコ
アレス基板を採用する場合には、例えば、最上層の配線層３１の側面及び下面が基板本体
１１の最上層の絶縁層に埋め込まれ、配線層３１の上面が最上層の絶縁層から露出されて
いてもよい。
【００１２】
　配線層２１，３１の材料としては、例えば、銅（Ｃｕ）や銅合金を用いることができる
。ソルダーレジスト層２２，３２の材料としては、例えば、フェノール系樹脂やポリイミ
ド系樹脂などを主成分とする感光性の絶縁性樹脂を用いることができる。ソルダーレジス
ト層２２，３２は、例えば、シリカやアルミナ等のフィラーを含有していてもよい。
【００１３】
　配線層３１は、基板本体１１の上面に形成されている。この配線層３１は、配線基板１
０の最上層の配線層である。配線層３１は、基板本体１１内の配線層や貫通電極を介して
、配線層２１と電気的に接続されている。
【００１４】
　ソルダーレジスト層（保護絶縁層）３２は、配線層３１の一部を被覆するように、基板
本体１１の上面に積層されている。なお、配線層３１の上面からソルダーレジスト層３２
の上面３２Ａまでの厚さは、例えば、１５～２５μｍ程度とすることができる。
【００１５】
　ソルダーレジスト層３２には、配線層３１の上面の一部を接続パッドＰ１として露出さ
せるための複数の貫通孔３２Ｘが形成されている。接続パッドＰ１は、半導体チップ６０
（図２（ａ）参照）等の電子部品と電気的に接続するための電子部品搭載用のパッドであ
る。
【００１６】
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　図１（ｂ）に示すように、貫通孔３２Ｘは、深さ方向の中途に段差を有している。この
貫通孔３２Ｘは、ソルダーレジスト層３２の上面３２Ａに形成された凹部３３と、凹部３
３の底部に形成され、凹部３３よりも平面形状が小さく形成された開口部３４とが連通さ
れて構成され、所謂お椀型に構成されている。
【００１７】
　凹部３３は、ソルダーレジスト層３２の上面３２Ａからソルダーレジスト層３２の厚さ
方向の中途位置まで形成されている。すなわち、凹部３３は、その底面がソルダーレジス
ト層３２の厚さ方向の中途に位置するように形成されている。この凹部３３は、配線層３
１側から開口端（ソルダーレジスト層３２の上面３２Ａ側）に向かって末広がり形状で形
成されている。また、凹部３３の内壁は、断面視凹型Ｒ形状に形成されている。すなわち
、凹部３３の内壁面は曲面に形成されている。例えば、凹部３３の内壁面は、断面視にお
いて、ソルダーレジスト層３２の上面３２Ａ側の上端から凹部３３の底面側の下端まで曲
線状（引弧線状）に形成されている。本例の凹部３３の内壁面は、断面視において、開口
端から配線層３１に向かって略楕円弧状に凹むように形成されている。本例の凹部３３は
、例えば、断面視略半楕円状に形成されている。また、凹部３３は、例えば、平面視略円
形状に形成されている。
【００１８】
　開口部３４は、凹部３３の底部の一部に形成され、配線層３１の上面の一部を露出する
ように形成されている。本例の開口部３４の内壁面は、平面に形成されている。例えば、
開口部３４の内壁面は、断面視において、配線層３１の上面に対して略垂直に延びるよう
に形成されている。すなわち、本例の開口部３４は、例えば、断面視略矩形状（ストレー
ト形状）に形成されている。具体的には、開口部３４の内壁面は、断面視において、凹部
３３の底面側の上端から配線層３１の上面側の下端まで直線形状に形成されている。また
、開口部３４は、例えば凹部３３と同様に、平面視略円形状に形成されている。但し、開
口部３４の開口端の開口径Φ２（直径）は、凹部３３の開口端の開口径Φ１（直径）より
も小径に設定されている。凹部３３の開口径Φ１は例えば４０～５０μｍ程度とすること
ができ、開口部３４の開口径Φ２は例えば１５～２０μｍ程度とすることができる。また
、凹部３３の深さは例えば１０～１５μｍ程度とすることができ、開口部３４の深さは例
えば５～１０μｍ程度とすることができる。また、開口部３４の内壁面は、粗化面とする
ことができる。
【００１９】
　以上説明した凹部３３の内壁面と開口部３４の内壁面とによって段差が形成されている
。そして、貫通孔３２Ｘには、凹部３３の内壁面の下端と開口部３４の内壁面の上端との
接続部に角部３５が形成されている。
【００２０】
　貫通孔３２Ｘの底部に露出する配線層３１の上面、つまり接続パッドＰ１上には、必要
に応じて、表面処理層３６が形成されている。表面処理層３６は、例えば、貫通孔３２Ｘ
から露出する配線層３１の上面全面を被覆するように形成されている。本例の表面処理層
３６は、その上面が角部３５よりも下側に位置するように形成されている。すなわち、本
例の表面処理層３６の厚さは、開口部３４の深さよりも薄く形成されている。
【００２１】
　表面処理層３６の例としては、金（Ａｕ）層、ニッケル（Ｎｉ）層／Ａｕ層（Ｎｉ層と
Ａｕ層をこの順番で積層した金属層）、Ｎｉ層／パラジウム（Ｐｄ）層／Ａｕ層（Ｎｉ層
とＰｄ層とＡｕ層をこの順番で積層した金属層）などを挙げることができる。表面処理層
３６の他の例としては、Ｎｉ層／Ｐｄ層（Ｎｉ層とＰｄ層をこの順番で積層した金属層）
、Ｐｄ層／Ａｕ層（Ｐｄ層とＡｕ層をこの順番で積層した金属層）などを挙げることがで
きる。ここで、Ａｕ層はＡｕ又はＡｕ合金からなる金属層、Ｎｉ層はＮｉ又はＮｉ合金（
Ｎｉ－Ｐ、Ｎｉ－Ｂ、Ｎｉ－Ｗ、Ｎｉ－Ｗ－Ｐ等）からなる金属層、Ｐｄ層はＰｄ又はＰ
ｄ合金（Ｐｄ－Ｐ等）からなる金属層である。これらＡｕ層、Ｎｉ層、Ｐｄ層としては、
例えば、無電解めっき法により形成された金属層（無電解めっき金属層）や、電解めっき
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法により形成された金属層（電解めっき金属層）を用いることができる。また、貫通孔３
２Ｘに露出する配線層３１の上面に、ＯＳＰ（Organic Solderability Preservative）処
理などの酸化防止処理を施して表面処理層３６を形成するようにしてもよい。例えば、Ｏ
ＳＰ処理を施した場合には、配線層３１の上面に、アゾール化合物やイミダゾール化合物
等の有機被膜による表面処理層３６が形成される。
【００２２】
　接続パッドＰ１の平面形状は、任意の形状及び大きさに設定することができる。接続パ
ッドＰ１の平面形状は、例えば開口部３４と同様に、直径が１５～４０μｍ程度の円形状
とすることができる。接続パッドＰ１のピッチは、例えば、３０～７０μｍ程度とするこ
とができる。また、表面処理層３６において、Ｎｉ層の厚さは例えば０．０１～３０μｍ
程度、Ｐｄ層の厚さは例えば０．０１～１μｍ程度、Ａｕ層の厚さは例えば０．０１～１
μｍ程度、ＯＳＰ膜の厚さは例えば０．００５～０．５μｍ程度とすることができる。
【００２３】
　表面処理層３６の上面には、はんだバンプ４０が形成されている。はんだバンプ４０は
、例えば、表面処理層３６の上面全面を被覆するように形成されている。はんだバンプ４
０は、例えば、凹部３３の底部の一部を被覆し、貫通孔３２Ｘの角部３５に食い込むよう
に形成されている。換言すると、角部３５がはんだバンプ４０に食い込むように形成され
ている。このとき、表面処理層３６内の金属がはんだバンプ４０内に拡散して表面処理層
３６が消失する場合がある。この場合には、はんだバンプ４０は、配線層３１の上面を被
覆するように形成される。また、表面処理層３６内の金属がはんだバンプ４０内に拡散し
て表面処理層３６の一部が消失する場合がある。この場合には、はんだバンプ４０は、残
った表面処理層３６の上面を被覆するように形成される。なお、はんだバンプ４０の材料
としては、例えば、共晶はんだや鉛（Ｐｂ）フリーはんだ（Ｓｎ－Ａｇ系、Ｓｎ－Ｃｕ系
、Ｓｎ－Ａｇ－Ｃｕ系など）を用いることができる。また、はんだバンプ４０のピッチは
、接続パッドＰ１のピッチと同様に、例えば３０～５０μｍ程度とすることができる。
【００２４】
　一方、図１（ａ）に示すように、配線層２１は、基板本体１１の下面に形成されている
。この配線層２１は、配線基板１０の最下層の配線層である。
　ソルダーレジスト層２２は、配線層２１の一部を被覆するように、基板本体１１の下面
に積層されている。ソルダーレジスト層２２には、配線層２１の下面の一部を外部接続用
パッドＰ２として露出させるための複数の貫通孔２２Ｘが形成されている。外部接続用パ
ッドＰ２には、配線基板１０をマザーボード等の実装基板に実装する際に使用される外部
接続端子６６（図２（ａ）参照）が接続されるようになっている。
【００２５】
　本例の貫通孔２２Ｘの内壁面は、断面視において、配線層２１の下面に対して略垂直に
延びるように形成されている。なお、貫通孔２２Ｘの形状はこれに限らず、貫通孔２２Ｘ
の内壁面を曲面に形成してもよいし、貫通孔２２Ｘをテーパ状に形成してもよい。
【００２６】
　貫通孔２２Ｘの底部に露出する配線層２１の下面には、必要に応じて、表面処理層２３
が形成されている。表面処理層２３の例としては、表面処理層３６と同様に、Ａｕ層、Ｎ
ｉ層／Ａｕ層、Ｎｉ層／Ｐｄ層／Ａｕ層、Ｎｉ層／Ｐｄ層、Ｐｄ層／Ａｕ層などを挙げる
ことができる。また、表面処理層２３として、例えば、ＯＳＰ処理を施して形成したＯＳ
Ｐ膜を採用することもできる。ＯＳＰ膜としては、例えば、アゾール化合物やイミダゾー
ル化合物等の有機被膜を用いることができる。なお、配線層２１の下面に表面処理層２３
が形成されている場合には、その表面処理層２３が外部接続用パッドＰ２として機能する
。
【００２７】
　本例では、表面処理層２３上に外部接続端子６６（図２（ａ）参照）を設けるようにし
たが、貫通孔２２Ｘに露出する配線層２１（又は、配線層２１上に表面処理層２３が形成
されている場合には、その表面処理層２３）自体を、外部接続端子としてもよい。
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【００２８】
　次に、図２に従って、半導体装置５０の構造について説明する。
　図２（ａ）に示すように、半導体装置５０は、配線基板１０と、１つ又は複数（ここで
は、１つ）の半導体チップ６０と、アンダーフィル材６５と、外部接続端子６６とを有し
ている。
【００２９】
　図２（ｂ）に示すように、半導体チップ６０は、その回路形成面（ここでは、下面）に
、複数の接続端子６１が形成されている。半導体チップ６０は、配線基板１０にフリップ
チップ実装されている。すなわち、半導体チップ６０は、接続端子６１及びはんだバンプ
４０を介して、配線基板１０の表面処理層３６に電気的に接続されている。はんだバンプ
４０は、表面処理層３６に接合されるとともに、接続端子６１に接合されている。
【００３０】
　ここで、半導体チップ６０としては、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）チ
ップやＧＰＵ（Graphics Processing Unit）チップなどのロジックチップを用いることが
できる。また、半導体チップ６０としては、例えば、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access 
Memory）チップ、ＳＲＡＭ（Static Random Access Memory）チップやフラッシュメモリ
チップなどのメモリチップを用いることもできる。なお、配線基板１０に複数の半導体チ
ップ６０を搭載する場合には、ロジックチップとメモリチップとを組み合わせて配線基板
１０に搭載するようにしてもよい。
【００３１】
　接続端子６１としては、例えば、金属ポストを用いることができる。この接続端子６１
は、半導体チップ６０の回路形成面から下方に延びる柱状の接続端子である。本例の接続
端子６１は、例えば、円柱状に形成されている。接続端子６１の材料としては、例えば、
銅や銅合金を用いることができる。なお、接続端子６１としては、金属ポストの他に、例
えば金バンプを用いることもできる。
【００３２】
　図２（ａ）に示すように、アンダーフィル材６５は、配線基板１０と半導体チップ６０
との隙間を充填するように設けられている。アンダーフィル材６５の材料としては、例え
ば、エポキシ系樹脂などの絶縁性樹脂を用いることができる。
【００３３】
　外部接続端子６６は、配線基板１０の表面処理層２３上に形成されている。この外部接
続端子６６は、例えば、図示しないマザーボード等の実装基板に設けられたパッドと電気
的に接続される接続端子である。外部接続端子６６としては、例えば、はんだボールやリ
ードピンを用いることができる。本実施形態では、外部接続端子６６として、はんだボー
ルを用いている。
【００３４】
　なお、本実施形態において、配線層３１は第１配線層の一例、ソルダーレジスト層３２
は保護絶縁層の一例、貫通孔３２Ｘは第１貫通孔の一例である。
　次に、配線基板１０の製造方法について説明する。
【００３５】
　図３（ａ）に示す工程では、基板本体１１の下面に配線層２１が形成され、基板本体１
１の上面に配線層３１が形成された構造体を準備する。
　続いて、図３（ｂ）に示す工程では、配線層２１の表面（下面及び側面）全面を被覆す
るソルダーレジスト層２２を基板本体１１の下面に積層し、配線層３１の表面（上面及び
側面）全面を被覆するソルダーレジスト層３２を基板本体１１の上面に積層する。これら
ソルダーレジスト層２２，３２は、例えば、感光性のソルダーレジストフィルムをラミネ
ートする、又は液状のソルダーレジストを塗布することにより形成することができる。な
お、本実施形態では、ソルダーレジスト層２２，３２の材料として、ポジ型の感光性樹脂
を用いる。
【００３６】
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　次に、図３（ｃ）に示す工程では、フォトリソグラフィ法により、ソルダーレジスト層
２２の所要箇所に、配線層２１の下面の一部を外部接続用パッドＰ２として露出する貫通
孔２２Ｘを形成する。また、フォトリソグラフィ法により、ソルダーレジスト層３２の上
面３２Ａのうち配線層３１と平面視で重なる部分に凹部３３を形成する。
【００３７】
　図４（ａ）に示すように、凹部３３は、その底面がソルダーレジスト層３２の厚さ方向
の中途に位置するように形成されており、配線層３１の上面に達するまでは形成されてい
ない。そして、凹部３３は、断面視略半楕円状に形成されている。このような凹部３３は
例えば以下のように形成することができる。
【００３８】
　まず、フォトマスク（図示略）を通じて、ポジ型の感光性樹脂層からなるソルダーレジ
スト層３２に対して露光を行う。このフォトマスクは、凹部３３に対応する開口部を有す
る。このとき、露光量（露光時間）やフォトマスクの開口部における光透過率などを調整
することにより、配線層３１と平面視で重なる部分のソルダーレジスト層３２を厚さ方向
の途中まで露光する。すなわち、本工程では、配線層３１に到達するまで露光されないよ
うに、配線層３１と平面視で重なる部分のソルダーレジスト層３２に対して露光を行う。
その後、ソルダーレジスト層３２を現像する。この現像により、露光された部分のソルダ
ーレジスト層３２が除去され、未露光の部分のソルダーレジスト層３２が残る。これによ
り、ソルダーレジスト層３２の上面３２Ａに複数の凹部３３が形成される。そして、本工
程により、凹部３３の内壁面が曲面となる。
【００３９】
　このとき、図１７に示した従来の配線基板のように、配線層１０１の上面まで露出する
貫通孔１０２Ｘを形成すると、つまり配線層１０１に到達するまでソルダーレジスト層１
０２を露光すると、貫通孔１０２Ｘの開口端の開口径Φ１０が大径になってしまう。この
ため、貫通孔１０２Ｘを形成した場合には、狭ピッチ化に対応することが難しい。これに
対し、本実施形態では、ソルダーレジスト層３２の厚さの途中の位置に底面がある凹部３
３を形成するため、その凹部３３の開口径を小径とすることができる。
【００４０】
　次に、図４（ｂ）に示す工程では、凹部３３の底面に、凹部３３と連通してソルダーレ
ジスト層３２を厚さ方向に貫通し、配線層３１の上面の一部を接続パッドＰ１として露出
する開口部３４を形成する。本工程により、凹部３３と開口部３４とが連通してなる貫通
孔３２Ｘが形成される。本工程では、開口部３４は、ＣＯ２レーザやＹＡＧレーザ等によ
るレーザ加工法によって形成することができる。このレーザ加工法によれば、凹部３３よ
りも小径の開口部３４を容易に形成することができる。本工程では、レーザ加工法により
開口部３４を形成することで、開口部３４の内壁面が略平面に形成される。また、レーザ
加工法によって、開口部３４の内壁面は粗化面に形成される。
【００４１】
　ところで、図５（ｂ）に示すように、従来の配線基板において、貫通孔１０２Ｘ（図１
７参照）に代えて、テーパ状の貫通孔１０２Ｙをソルダーレジスト層１０２に形成するこ
ともできる。この貫通孔１０２Ｙは、例えば、レーザ加工法により形成することができる
。レーザ加工法によれば、小径の貫通孔１０２Ｙを形成することが可能である。しかし、
レーザ加工法はフォトリソグラフィ法に比べてアライメント精度が悪い。そして、貫通孔
１０２Ｙが小径になると、図中右側に示すように、その貫通孔１０２Ｙが配線層１０１の
受けパッドから外れるという問題が発生する。また、厚さが厚いソルダーレジスト層１０
２に小径な貫通孔１０２Ｙを形成する場合には、レーザ光の焦点深度により、レーザスポ
ット径が小さくなるに連れて加工が難しくなり、配線層１０１までレーザ光が届かず貫通
孔１０２Ｙが形成されないという問題が発生する。
【００４２】
　これに対し、本実施形態では、フォトリソグラフィ法により、内壁面が曲面となる凹部
３３を形成した後に、レーザ加工法により、凹部３３よりも小径の開口部３４を凹部３３
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の底部に形成するようにした。すなわち、貫通孔３２Ｘの形成を、フォトリソグラフィ法
とレーザ加工法との２段階で行うようにした。これにより、図５（ａ）及び図５（ｂ）に
示すように、レーザ加工法によって形成される開口部３４の深さを貫通孔１０２Ｙよりも
浅くできる。このため、開口部３４の上側の開口端の開口径Φ２を、貫通孔１０２Ｙの上
側の開口端の開口径Φ１１よりも小径に設定することができる。これによって、レーザ加
工法のアライメント精度に起因して開口部３４に位置ずれが生じても、その影響を小さく
できる。すなわち、レーザ加工法のアライメント精度に起因して、開口部３４が設計位置
から位置ずれした場合であっても、その開口部３４が配線層３１の受けパッドから外れる
ことを抑制することができる。この結果、本工程のレーザ加工（開口部３４の形成）にお
いて、高いアライメント精度が必要なくなるため、貫通孔３２Ｘ（開口部３４）の更なる
狭ピッチ化にも対応することができる。また、凹部３３の形成により開口部３４を形成す
るためのソルダーレジスト層３２の厚さを薄くすることができるため、レーザ光が配線層
３１まで届かず貫通孔３２Ｘが形成されないという問題の発生を抑制することができる。
【００４３】
　続いて、デスミア及びＣｕエッチング処理により、開口部３４の底部に露出する配線層
３１の上面に付着した樹脂スミア（樹脂残渣）を除去する。
　次いで、図４（ｃ）に示す工程では、開口部３４の底部に露出する配線層３１の上面に
表面処理層３６を形成する。例えば、表面処理層３６がＮｉ層／Ｐｄ層／Ａｕ層である場
合には、配線層３１の上面に、Ｎｉ層とＰｄ層とＡｕ層とをこの順番で積層して表面処理
層３６を形成する。これらＮｉ層、Ｐｄ層、Ａｕ層は、例えば、無電解めっき法により形
成することができる。なお、本工程では、図示は省略するが、図３（ｃ）に示した貫通孔
２２Ｘの底部に露出する配線層２１の下面に表面処理層２３を形成する。
【００４４】
　次に、図６（ａ）に示す工程では、表面処理層３６上に、適宜フラックスを塗布した後
に、球状のはんだボール４２を搭載する。例えば、はんだボール４２は、振込治具（図示
略）の開口部を通してソルダーレジスト層３２の各貫通孔３２Ｘ内に振り込まれる。この
とき、貫通孔３２Ｘの上側の開口端（つまり、凹部３３の開口端）が、レーザ加工法によ
って形成される貫通孔１０２Ｙ（図５（ｂ）参照）よりも大径に形成されている。このた
め、貫通孔１０２Ｙ内にはんだボール４２を振り込む場合に比べて、貫通孔３２Ｘ内に容
易にはんだボール４２を振り込むことができる。また、貫通孔３２Ｘの内壁面が曲面に形
成されている。これにより、貫通孔３２Ｘの内壁面（曲面）に沿って球状のはんだボール
４２が振り込まれるため、凹部３３がテーパ状に形成されている場合に比べて、はんだボ
ール４２の搭載性を向上させることができる。
【００４５】
　次に、図６（ｂ）に示す工程では、はんだボール４２を搭載した配線基板１０をリフロ
ー処理して、表面処理層３６上にはんだバンプ４０を形成する。このリフロー処理前の貫
通孔３２Ｘにおいて、小径の開口部３４が浅く形成され、さらに開口部３４内には表面処
理層３６が形成されている。このため、貫通孔３２Ｘ内に振り込まれたはんだボール４２
と表面処理層３６の上面とを好適に接触させることができる。これにより、リフロー時に
、はんだバンプ４０中へのボイドの巻き込みを好適に抑制することができる。さらに、貫
通孔３２Ｘは、凹部３３の内壁面と開口部３４の内壁面とによって形成された段差を有し
ている。このため、はんだボール４２の下部が開口部３４内に配置された状態で、はんだ
ボール４２を貫通孔３２Ｘ内に好適に保持することができる。これにより、リフロー時に
、はんだボール４２が開口部３４の外に移動しにくくなるため、表面処理層３６上にはん
だバンプ４０が形成されない所謂ミッシングバンプの発生を抑制できる。
【００４６】
　その後、表面処理層３６とはんだバンプ４０との接合の際にフラックスを用いた場合は
、洗浄により残存するフラックスを除去する。
　以上説明した製造工程により、図１に示した配線基板１０を製造することができる。
【００４７】
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　次に、図６（ｃ）に従って、半導体装置５０の製造方法について説明する。
　図６（ｃ）に示す工程では、まず、回路形成面に形成された接続端子６１を有する半導
体チップ６０を準備する。続いて、表面処理層３６（はんだバンプ４０）上に、半導体チ
ップ６０の接続端子６１をフリップチップ接合する。例えば、表面処理層３６と接続端子
６１とを位置合わせした後に、リフロー処理を行ってはんだバンプ４０を溶融させ、この
はんだバンプ４０を接続端子６１に接合させる。これにより、接続端子６１がはんだバン
プ４０を介して表面処理層３６に電気的に接続される。
【００４８】
　本工程において、はんだバンプ４０の周囲には凹部３３の凹型Ｒ形状の内壁面が配設さ
れている。このため、半導体チップ６０の搭載によって、はんだバンプ４０が押し潰され
て平面方向（配線基板１０の積層方向と断面視で直交する方向）に広がっても、その広が
りが凹部３３の内壁面によって規制される。したがって、はんだバンプ４０のピッチが狭
ピッチになった場合であっても、隣接するはんだバンプ４０が接触することを好適に抑制
できる。このため、半導体チップ６０と配線基板１０との間の距離を縮めることができる
ようになる。これにより、配線基板１０の反りやはんだバンプ４０の高さばらつきが生じ
た場合であっても、はんだバンプ４０と接続端子６１が互いに離反して電気的な接続が行
われない、所謂オープン不良が発生することを好適に抑制できる。
【００４９】
　その後、フリップチップ接合された半導体チップ６０と配線基板１０との間に、アンダ
ーフィル材６５（図２（ａ）参照）を充填し、そのアンダーフィル材６５を硬化する。ま
た、図２（ａ）に示した表面処理層２３上に外部接続端子６６を形成する。
【００５０】
　以上の製造工程により、図２に示した半導体装置５０を製造することができる。
　以上説明した本実施形態によれば、以下の効果を奏することができる。
　（１）配線層３１の上面の一部を露出する貫通孔３２Ｘを、ソルダーレジスト層３２の
上面３２Ａに形成され、内壁面が曲面に形成された凹部３３と、凹部３３の底部に形成さ
れ、凹部３３よりも平面形状が小さく形成された開口部３４とが連通されてなるように形
成した。これにより、はんだボール４２が振り込まれる側に、内壁面が曲面である凹部３
３を形成しつつも、その凹部３３を浅く形成できる。このため、はんだボール４２の搭載
性を向上させつつも、凹部３３を小径に形成することができる。この結果、凹部３３（貫
通孔３２Ｘ）を狭ピッチに形成できるため、接続パッドＰ１（はんだバンプ４０）の狭ピ
ッチ化に容易に対応することができる。
【００５１】
　さらに、凹部３３の底部に、配線層３１の上面の一部を露出する開口部３４を形成した
ため、開口部３４の深さを貫通孔１０２Ｙ（図５（ｂ）参照）よりも浅くできる。これに
より、開口部３４を小径に形成できるため、レーザ加工法のアライメント精度に起因して
開口部３４に位置ずれが生じた場合であっても、その開口部３４が配線層３１の受けパッ
ドから外れることを好適に抑制することができる。また、凹部３３の形成により開口部３
４を形成するためのソルダーレジスト層３２の厚さを薄くすることができるため、レーザ
光が配線層３１まで届かず貫通孔３２Ｘが形成されないという問題の発生を抑制すること
ができる。
【００５２】
　（２）ところで、狭ピッチ化に対応するために、図１７に示したソルダーレジスト層１
０２の厚さを薄くする方法も考えられる。しかし、ソルダーレジスト層１０２を薄くする
と、貫通孔１０２Ｘが浅くなるため、はんだボールのリフロー時や半導体チップの接続の
際に、貫通孔１０２Ｘ内ではんだを保持することができず、はんだが貫通孔１０２Ｘの外
に流れ出し、隣接するはんだバンプ同士がショートするという問題が発生する。
【００５３】
　これに対し、本実施形態では、貫通孔３２Ｘを２段形状とすることにより、ソルダーレ
ジスト層３２の厚さを薄くせずに貫通孔３２Ｘの全体の深さを確保しつつも、貫通孔３２
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Ｘの小径化に対応した。これにより、はんだボール４２のリフロー時や半導体チップ６０
の接続の際に、貫通孔３２Ｘ内にはんだを好適に保持することができ、はんだが貫通孔３
２Ｘの外に流れ出すことを好適に抑制できる。このため、隣接するはんだバンプ４０がシ
ョートすることを好適に抑制することができ、絶縁信頼性を確保することができる。
【００５４】
　（３）ところで、図１７に示すように、フォトリソグラフィ法により、内壁面が曲面と
なる貫通孔１０２Ｘを形成した場合には、貫通孔１０２Ｘの下端が裾を引くような形状に
形成される。このため、この場合には、配線層１０１に画定されたパッド１０１Ｐ上に樹
脂残渣が残ってしまう。このように樹脂残渣の残ったパッド１０１Ｐ上に表面処理層（例
えば、Ｎｉ層）を形成すると、樹脂残渣の存在に起因してＮｉ層の膜質が低下する。例え
ば、Ｎｉ層にピンホールが発生する。このようなＮｉ層の膜質の低下により、表面処理層
とはんだバンプとの接合性が低下する。
【００５５】
　これに対し、配線基板１０では、配線層３１の上面の一部を露出する開口部３４を、レ
ーザ加工法により形成した。このため、開口部３４の内壁面を、配線層３１の上面に対し
て略垂直に延びるように形成することができる。これにより、接続パッドＰ１上に樹脂残
渣が残ることを抑制できるため、表面処理層３６の膜質を向上させることができる。この
結果、表面処理層３６とはんだバンプ４０との接合性を向上させることができる。
【００５６】
　（４）開口部３４から露出する配線層３１の上面に表面処理層３６を形成した。これに
より、貫通孔３２Ｘ内に振り込まれたはんだボール４２と表面処理層３６の上面とを好適
に接触させることができる。このため、リフロー時に、はんだバンプ４０中へのボイドの
巻き込みを好適に抑制することができる。
【００５７】
　（５）表面処理層３６の上面を、貫通孔３２Ｘの角部３５よりも下側に形成した。この
ため、凹部３３の内壁面と開口部３４の内壁面とによって形成された段差が外部に露出し
た状態の貫通孔３２Ｘ内にはんだボール４２が振り込まれる。これにより、リフロー時に
、はんだボール４２の移動が上記段差によって規制されるため、ミッシングバンプの発生
を好適に抑制できる。
【００５８】
　（６）さらに、貫通孔３２Ｘの角部３５にはんだバンプ４０が食い込むように形成され
るため、はんだバンプ４０の欠落を好適に抑制することができる。
　（７）開口部３４の内壁面を粗化面とすることにより、表面処理層３６やはんだバンプ
４０との密着性を向上させることができる。
【００５９】
　（第２実施形態）
　以下、図７～図１２に従って第２実施形態を説明する。先の図１～図６に示した部材と
同一の部材にはそれぞれ同一の符号を付して示し、それら各要素についての詳細な説明は
省略する。
【００６０】
　図７（ａ）に示すように、配線基板１０Ａは、基板本体１１を有している。基板本体１
１の下面には、配線層２１と、ソルダーレジスト層２２とが順に積層されている。また、
基板本体１１の上面には、配線層３１，３７と、ソルダーレジスト層３２とが順に積層さ
れている。なお、配線層３１，３７の材料としては、例えば、銅や銅合金を用いることが
できる。
【００６１】
　配線層３１及び配線層３７は、基板本体１１の上面に形成された最上層の配線層である
。これら配線層３１及び配線層３７は同一平面上に形成されている。また、配線層３１と
配線層３７とは互いに離間して形成されている。配線層３１，３７は、例えば、基板本体
１１内の配線層や貫通電極を介して、配線層２１と電気的に接続されている。
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【００６２】
　配線層３７は、例えば、グランド（ＧＮＤ）又は電源と接続される電源用のパッド３７
Ｐを有している。例えば、配線層３７が配線基板１０Ａと接続される外部回路のグランド
又は電源に接続されると、配線層３７をグランドや電源の電位に固定することができる。
一方、配線層３１は、例えば、信号用のパッド３１Ｐを有している。電源用のパッド３７
Ｐは、信号用のパッド３１Ｐよりも平面形状が大きく形成されている。これらパッド３１
Ｐ，３７Ｐは、半導体チップ６０（図９（ａ）参照）等の電子部品と電気的に接続するた
めの電子部品搭載用のパッドでもある。
【００６３】
　図８に示すように、各パッド３１Ｐ，３７Ｐは、平面視略円形状に形成されている。複
数のパッド３１Ｐは、例えば、半導体チップ６０が実装される実装領域の中央部分に形成
されている。複数のパッド３１Ｐは、例えば、平面視においてマトリクス状に配列されて
いる。また、複数のパッド３７Ｐは、例えば、複数のパッド３１Ｐの周囲を囲むように形
成されている。複数のパッド３７Ｐは、例えば、平面視においてペリフェラル状に配列さ
れている。ここで、パッド３１Ｐの直径はパッド３７Ｐの直径よりも小径に設定され、パ
ッド３１Ｐのピッチはパッド３７Ｐのピッチよりも狭く設定されている。パッド３１Ｐの
直径は例えば１５～４０μｍ程度とすることができ、パッド３７Ｐの直径は例えば７０～
１５０μｍ程度とすることができる。また、パッド３１Ｐのピッチは例えば３０～７０μ
ｍ程度とすることができ、パッド３７Ｐのピッチは例えば１００～２００μｍ程度とする
ことができる。
【００６４】
　このように、図７（ａ）に示した配線基板１０Ａでは、基板本体１１の上面に、直径の
異なるパッド３１Ｐ，３７Ｐが形成されている。すなわち、配線基板１０Ａでは、直径の
異なるパッド３１Ｐ，３７Ｐが同一平面上に形成されている。
【００６５】
　ソルダーレジスト層３２（保護絶縁層）は、配線層３１の一部と配線層３７の一部とを
被覆するように、基板本体１１の上面に積層されている。ソルダーレジスト層３２には、
配線層３１に画定された信号用のパッド３１Ｐを露出させるための貫通孔３２Ｘと、配線
層３７に画定された電源用のパッド３７Ｐを露出させるための貫通孔３２Ｙが形成されて
いる。
【００６６】
　図７（ｂ）に示すように、貫通孔３２Ｘは、パッド３１Ｐ，３７Ｐのうち小径のパッド
３１Ｐを露出するように形成されている。ソルダーレジスト層３２の上面３２Ａに形成さ
れた凹部３３と、凹部３３の底部に形成され、凹部３３よりも平面形状が小さく形成され
た開口部３４とが連通されてなる。
【００６７】
　凹部３３は、ソルダーレジスト層３２の上面３２Ａからソルダーレジスト層３２の厚さ
方向の中途位置まで形成されている。すなわち、凹部３３は、その底面がソルダーレジス
ト層３２の厚さ方向の中途に位置するように形成されている。この凹部３３は、配線層３
１側から開口端（ソルダーレジスト層３２の上面３２Ａ側）に向かって末広がり形状で形
成されている。また、凹部３３の内壁は、断面視凹型Ｒ形状に形成されている。すなわち
、凹部３３の内壁面は曲面に形成されている。例えば、断面視において、凹部３３の内壁
面は、ソルダーレジスト層３２の上面３２Ａ側の上端から凹部３３の底面側の下端まで曲
線状（引弧線状）に形成されている。本例の凹部３３の内壁面は、断面視において、開口
端から配線層３１に向かって略楕円弧状に凹むように形成されている。本例の凹部３３は
、例えば、断面視略半楕円状に形成されている。また、凹部３３は、例えば、平面視略円
形状に形成されている。
【００６８】
　開口部３４は、凹部３３の底部の一部に形成され、配線層３１の上面の一部を露出する
ように形成されている。本例の開口部３４の内壁面は、平面に形成されている。例えば、



(13) JP 6608108 B2 2019.11.20

10

20

30

40

50

開口部３４の内壁面は、断面視において、配線層３１の上面に対して略垂直に延びるよう
に形成されている。すなわち、本例の開口部３４は、例えば、断面視略矩形状（ストレー
ト形状）に形成されている。具体的には、開口部３４の内壁面は、断面視において、凹部
３３の底面側の上端から配線層３１の上面側の下端まで直線形状に形成されている。また
、開口部３４は、例えば凹部３３と同様に、平面視略円形状に形成されている。但し、開
口部３４の開口端の開口径Φ２（直径）は、凹部３３の開口端の開口径Φ１（直径）より
も小径に設定されている。また、開口部３４の内壁面は、粗化面とすることができる。
【００６９】
　以上説明した凹部３３の内壁面と開口部３４の内壁面とによって段差が形成されている
。そして、貫通孔３２Ｘには、凹部３３の内壁面の下端と開口部３４の内壁面の上端とが
接続される部分に角部３５が形成されている。
【００７０】
　貫通孔３２Ｘの底部に露出する配線層３１の上面、つまりパッド３１Ｐ上には、必要に
応じて、表面処理層３８が形成されている。本例の表面処理層３８は、その上面が角部３
５よりも上側に位置するように形成されている。表面処理層３８は、例えば、凹部３３の
底部の一部を被覆し、貫通孔３２Ｘの角部３５を被覆するように形成されている。表面処
理層３８は、例えば、断面視略Ｔ字状に形成されている。詳述すると、表面処理層３８は
、開口部３４を充填する基部３８Ａと、基部３８Ａの上面及び凹部３３の底部に形成され
、基部３８Ａよりも平面形状が大きく形成された先端部３８Ｂとを有している。
【００７１】
　基部３８Ａは、開口部３４と同様の形状に形成されている。基部３８Ａは、例えば、円
柱状に形成されている。先端部３８Ｂは、基部３８Ａの上面及び凹部３３の底部から上方
に突出するように形成され、凹部３３の底部における内壁面の一部を被覆するように形成
されている。先端部３８Ｂは、例えば、平面視略円形状に形成されている。
【００７２】
　ここで、先端部３８Ｂの直径は、基部３８Ａの直径よりも大径に設定されている。基部
３８Ａの直径は例えば１５～２０μｍ程度とすることができ、先端部３８Ｂの直径は例え
ば１７～４０μｍ程度とすることができる。また、基部３８Ａの厚さは例えば５～１０μ
ｍ程度とすることができ、先端部３８Ｂの厚さは例えば１～１０μｍ程度とすることがで
きる。なお、先端部３８Ｂの直径は、おおよそ、先端部３８Ｂの厚さを２倍した長さと、
基部３８Ａの直径とを足した長さとなる。
【００７３】
　表面処理層３８としては、例えば、Ｎｉ層／Ａｕ層、Ｎｉ層／Ｐｄ層、Ｎｉ層／Ｐｄ層
／Ａｕ層を用いることができる。すなわち、本例の表面処理層３８は、Ｎｉ層を含む複数
の金属層が積層された構造を有している。このとき、Ｎｉ層の厚さは、開口部３４の深さ
よりも厚く設定されている。すなわち、基部３８ＡはＮｉ層のみによって構成され、先端
部３８Ｂの一部がＮｉ層によって構成されている。
【００７４】
　貫通孔３２Ｙは、パッド３１Ｐ，３７Ｐのうち大径のパッド３７Ｐを露出するように形
成されている。貫通孔３２Ｙは、例えばパッド３７Ｐと同様に、平面視略円形状に形成さ
れている。貫通孔３２Ｙは、凹部３３よりも平面形状が大きく形成されている。例えば、
貫通孔３２Ｙの上側の開口端の開口径Φ３（直径）は、凹部３３の開口端の開口径Φ１よ
りも大径に設定されている。貫通孔３２Ｙの開口径Φ３は、例えば、７０～１５０μｍ程
度とすることができる。また、貫通孔３２Ｙは、例えば、貫通孔２２Ｘ（図７（ａ）参照
）よりも平面形状が小さく形成されている。
【００７５】
　貫通孔３２Ｙの内壁面には、その深さ方向の中途に段差（角部）が形成されていない。
すなわち、貫通孔３２Ｙの開口径は、その貫通孔３２Ｙの開口端から底部（配線層３１の
上面）まで略同一の開口径に設定されている、又は貫通孔３２Ｙの開口端から底部まで連
続的に変化するように設定されている。本例の貫通孔３２Ｙの内壁面は、平面に形成され
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ている。例えば、貫通孔３２Ｙの内壁面は、断面視において、配線層３７の上面に対して
略垂直に延びるように形成されている。具体的には、貫通孔３２Ｙの内壁面は、断面視に
おいて、ソルダーレジスト層３２の上面３２Ａ側の上端から配線層３７の上面側の下端ま
で直線形状に形成されている。なお、貫通孔３２Ｙの形状はこれに限らず、例えば、貫通
孔３２Ｙの内壁面を曲面に形成してもよいし、貫通孔３２Ｙをテーパ状に形成してもよい
。貫通孔３２Ｙの内壁面を曲面とした場合には、例えば、貫通孔３２Ｙの内壁面が、断面
視において、ソルダーレジスト層３２の上面３２Ａ側の上端から配線層３７の上面側の下
端まで曲線状に形成される。また、貫通孔３２Ｙをテーパ状とした場合には、例えば、貫
通孔３２Ｙの内壁面が、断面視において、ソルダーレジスト層３２の上面３２Ａ側の上端
から配線層３７の上面側の下端まで所定の傾きを持つ直線形状に形成される。
【００７６】
　貫通孔３２Ｙの底部に露出する配線層３７の上面、つまりパッド３７Ｐ上には、必要に
応じて、表面処理層３９が形成されている。表面処理層３９は、例えば、貫通孔３２Ｙに
露出する配線層３７の上面全面を被覆するように形成されている。表面処理層３９として
は、例えば表面処理層３８と同様に、Ｎｉ層／Ａｕ層、Ｎｉ層／Ｐｄ層、Ｎｉ層／Ｐｄ層
／Ａｕ層を用いることができる。なお、配線層３７の上面に表面処理層３９が形成されて
いる場合には、その表面処理層３９が電源用のパッド３７Ｐとして機能する。
【００７７】
　このように、配線基板１０Ａでは、同一平面上に直径が異なるパッド３１Ｐ，３７Ｐが
形成されている。また、ソルダーレジスト層３２には、開口径（開口幅）の異なる貫通孔
３２Ｘ，３２Ｙが形成されている。そして、貫通孔３２Ｘ，３２Ｙのうち開口径の小さい
貫通孔３２Ｘが段差を有する形状に形成されている。すなわち、狭ピッチに形成される貫
通孔３２Ｘが、凹部３３と開口部３４とが連通された構造に形成されている。
【００７８】
　表面処理層３８の上面には、はんだバンプ４０が形成されている。はんだバンプ４０は
、例えば、表面処理層３８の先端部３８Ｂの表面（上面及び側面）全面を被覆するように
形成されている。また、表面処理層３９の上面には、はんだバンプ４１が形成されている
。はんだバンプ４１は、例えば、表面処理層３９の上面全面を被覆するように形成されて
いる。このとき、表面処理層３８，３９内の金属がはんだバンプ４０，４１内に拡散して
表面処理層３８，３９の一部が消失する場合がある。この場合には、はんだバンプ４０は
残った表面処理層３８の上面を被覆するように形成され、はんだバンプ４１は残った表面
処理層３９の上面を被覆するように形成される。なお、はんだバンプ４０，４１の材料と
しては、例えば、共晶はんだや鉛（Ｐｂ）フリーはんだ（Ｓｎ－Ａｇ系、Ｓｎ－Ｃｕ系、
Ｓｎ－Ａｇ－Ｃｕ系など）を用いることができる。
【００７９】
　はんだバンプ４０のピッチは、はんだバンプ４１のピッチよりも狭く設定されている。
はんだバンプ４０のピッチは例えば３０～７０μｍ程度とすることができ、はんだバンプ
４１のピッチは例えば１００～２００μｍ程度とすることができる。
【００８０】
　次に、図９に従って、半導体装置５０Ａの構造について説明する。
　図９（ａ）に示すように、半導体装置５０Ａは、配線基板１０Ａと、１つ又は複数（こ
こでは、１つ）の半導体チップ６０と、アンダーフィル材６５と、外部接続端子６６とを
有している。
【００８１】
　図９（ｂ）に示すように、半導体チップ６０は、その回路形成面（ここでは、下面）に
、複数の接続端子６１，６２が形成されている。各接続端子６１は、表面処理層３８（パ
ッド３１Ｐ）の各々と対向する位置に設けられている。各接続端子６２は、表面処理層３
９（パッド３７Ｐ）の各々と対向する位置に設けられている。そして、半導体チップ６０
は、配線基板１０Ａにフリップチップ実装されている。詳述すると、半導体チップ６０の
接続端子６１は、はんだバンプ４０を介して表面処理層３８と電気的に接続されている。
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また、半導体チップ６０の接続端子６２は、はんだバンプ４１を介して表面処理層３９と
電気的に接続されている。
【００８２】
　接続端子６１，６２としては、例えば、金属ポストを用いることができる。この接続端
子６１，６２は、半導体チップ６０の回路形成面から下方に延びる柱状の接続端子である
。本例の接続端子６１，６２は、例えば、円柱状に形成されている。接続端子６２の直径
は、例えば、接続端子６１の直径よりも大径に設定されている。なお、接続端子６１，６
２の材料としては、例えば、銅や銅合金を用いることができる。
【００８３】
　次に、配線基板１０Ａの製造方法について説明する。
　図１０（ａ）に示す工程では、基板本体１１の下面に配線層２１が形成され、基板本体
１１の上面に配線層３１及び配線層３７が形成された構造体を準備する。このとき、最上
層の配線層３１及び配線層３７は、同一平面上に互いに離間して形成されている。
【００８４】
　続いて、図１０（ｂ）に示す工程では、配線層２１の表面（下面及び側面）全面を被覆
するソルダーレジスト層２２を基板本体１１の下面に積層し、配線層３１，３７の表面（
上面及び側面）全面を被覆するソルダーレジスト層３２を基板本体１１の上面に積層する
。これらソルダーレジスト層２２，３２は、例えば、感光性のソルダーレジストフィルム
をラミネートする、又は液状のソルダーレジストを塗布することにより形成することがで
きる。なお、本実施形態では、ソルダーレジスト層２２，３２の材料として、ポジ型の感
光性樹脂を用いる。
【００８５】
　次に、図１０（ｃ）に示す工程では、フォトリソグラフィ法により、ソルダーレジスト
層２２を厚さ方向に貫通して配線層２１の下面の一部を外部接続用パッドＰ２として露出
する貫通孔２２Ｘを形成する。また、フォトリソグラフィ法により、ソルダーレジスト層
３２の上面３２Ａのうち配線層３１と平面視で重なる部分に凹部３３を形成するとともに
、ソルダーレジスト層３２を厚さ方向に貫通して配線層３７の上面の一部をパッド３７Ｐ
として露出する貫通孔３２Ｙを形成する。
【００８６】
　図１１（ａ）に示すように、凹部３３は、その底面がソルダーレジスト層３２の厚さ方
向の中途に位置するように形成されており、配線層３１の上面に達するまでは形成されて
いない。そして、凹部３３は、断面視略半楕円状に形成されている。一方で、貫通孔３２
Ｙは、配線層３７上において、ソルダーレジスト層３２を厚さ方向に貫通するように形成
されている。このような凹部３３及び貫通孔３２Ｙは例えば以下のように形成することが
できる。
【００８７】
　まず、フォトマスク（図示略）を通じて、ポジ型の感光性樹脂層からなるソルダーレジ
スト層３２に対して露光を行う。このフォトマスクは、凹部３３に対応する開口部と貫通
孔３２Ｙに対応する開口部を有する。このとき、露光量（露光時間）やフォトマスクの２
種類の開口部における光透過率などを調整することにより、配線層３１と平面視で重なる
部分のソルダーレジスト層３２を厚さ方向の途中まで露光するとともに、配線層３７上の
ソルダーレジスト層３２を配線層３７に到達するまで露光する。すなわち、本工程では、
配線層３１と平面視で重なる部分では、配線層３１に到達するまで露光されないようにソ
ルダーレジスト層３２に対して露光が行われ、配線層３７と平面視で重なる部分では、配
線層３７に到達するまでソルダーレジスト層３２に対して露光が行われる。その後、ソル
ダーレジスト層３２を現像する。この現像により、露光された部分のソルダーレジスト層
３２が除去され、未露光の部分のソルダーレジスト層３２が残る。これにより、配線層３
１上に位置するソルダーレジスト層３２の上面３２Ａに凹部３３が形成されるとともに、
配線層３７の上面の一部をパッド３７Ｐとして露出する貫通孔３２Ｙが形成される。すな
わち、貫通孔３２Ｙは、フォトリソグラフィ法のみによって形成されている。さらに、本
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工程では、凹部３３の内壁面が曲面となるように、フォトリソグラフィ法における条件（
露光量や現像時間）が適宜調整されている。
【００８８】
　次に、図１１（ｂ）に示す工程では、凹部３３の底面に、凹部３３と連通してソルダー
レジスト層３２を厚さ方向に貫通し、配線層３１の上面の一部を露出する開口部３４を形
成する。本工程により、凹部３３と開口部３４とが連通してなり、配線層３１の上面の一
部をパッド３１Ｐとして露出する貫通孔３２Ｘが形成される。開口部３４は、ＣＯ２レー
ザやＹＡＧレーザ等によるレーザ加工法によって形成することができる。本工程では、レ
ーザ加工法により開口部３４を形成することで、開口部３４の内壁面が略平面に形成され
る。また、レーザ加工法によって、開口部３４の内壁面は粗化面に形成される。
【００８９】
　続いて、デスミア及びＣｕエッチング処理により、貫通孔３２Ｘの底部に露出する配線
層３１の上面に付着した樹脂スミア（樹脂残渣）を除去する。
　次いで、図１１（ｃ）に示す工程では、貫通孔３２Ｘの底部に露出する配線層３１の上
面全面に表面処理層３８を形成するとともに、貫通孔３２Ｙの底部に露出する配線層３７
の上面全面に表面処理層３９を形成する。例えば、表面処理層３８，３９がＮｉ層／Ｐｄ
層／Ａｕ層である場合には、無電解めっき法により、配線層３１，３７の上面に、Ｎｉ層
とＰｄ層とＡｕ層とをこの順番で積層して表面処理層３８，３９を形成する。これら表面
処理層３８，３９は、例えば、略同じ厚さに形成される。
【００９０】
　なお、本工程では、図示は省略するが、図１０（ｃ）に示した貫通孔２２Ｘの底部に露
出する配線層２１の下面に表面処理層２３を形成する。
　次に、図１２（ａ）に示す工程では、表面処理層３８，３９上に、適宜フラックスを塗
布した後に、球状のはんだボール４２を搭載する。例えば、はんだボール４２は、振込治
具（図示略）の開口部を通してソルダーレジスト層３２の各貫通孔３２Ｘ内に振り込まれ
る。
【００９１】
　続いて、図１２（ｂ）に示す工程では、はんだボール４２を搭載した配線基板１０Ａを
リフロー処理して、表面処理層３８上にはんだバンプ４０を形成するとともに、表面処理
層３９上にはんだバンプ４１を形成する。このとき、表面処理層３８が凹部３３の底部を
被覆するように形成されているため、貫通孔３２Ｘ内に振り込まれたはんだボール４２と
表面処理層３８の上面とを好適に接触させることができる。これにより、リフロー時に、
はんだバンプ４０中へのボイドの巻き込みを好適に抑制することができる。
【００９２】
　その後、はんだバンプ４０，４１の接合の際にフラックスを用いた場合は、洗浄により
残存するフラックスを除去する。
　以上説明した製造工程により、図７に示した配線基板１０Ａを製造することができる。
【００９３】
　次に、図１２（ｃ）に従って、半導体装置５０Ａの製造方法について説明する。
　図１２（ｃ）に示す工程では、まず、回路形成面に形成された接続端子６１，６２を有
する半導体チップ６０を準備する。続いて、半導体チップ６０を配線基板１０Ａにフリッ
プチップ実装する。例えば、表面処理層３８と接続端子６１とを位置合わせし、表面処理
層３９と接続端子６２とを位置合わせした後に、リフロー処理を行ってはんだバンプ４０
，４１を溶融させる。これにより、はんだバンプ４０が接続端子６１に接合され、はんだ
バンプ４１が接続端子６２に接合される。本工程により、接続端子６１がはんだバンプ４
０を介して表面処理層３８に電気的に接続され、接続端子６２がはんだバンプ４１を介し
て表面処理層３９に電気的に接続される。
【００９４】
　その後、フリップチップ接合された半導体チップ６０と配線基板１０Ａとの間に、アン
ダーフィル材６５（図９（ａ）参照）を充填し、そのアンダーフィル材６５を硬化する。
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また、図９（ａ）に示した表面処理層２３上に外部接続端子６６を形成する。
【００９５】
　以上の製造工程により、図９に示した半導体装置５０Ａを製造することができる。
　以上説明した実施形態によれば、第１実施形態の（１）～（３）、（７）の効果に加え
て以下の効果を奏することができる。
【００９６】
　（８）開口部３４から露出する配線層３１の上面に表面処理層３８を形成した。この表
面処理層３８の上面を、貫通孔３２Ｘの角部３５よりも上側に形成した。これにより、貫
通孔３２Ｘ内に振り込まれたはんだボール４２を、表面処理層３８の上面に好適に接触さ
せることができる。これにより、リフロー時に、はんだバンプ４０中へのボイドの巻き込
みを好適に抑制することができる。
【００９７】
　（９）表面処理層３８を、開口部３４を充填する基部３８Ａと、その基部３８Ａよりも
大径に形成された先端部３８Ｂとによって構成した。これにより、表面処理層３８（先端
部３８Ｂ）とはんだバンプ４０との接合面積を増大させることができる。このため、表面
処理層３８とはんだバンプ４０との接合信頼性を向上させることができる。
【００９８】
　（他の実施形態）
　なお、上記実施形態は、これを適宜変更した以下の態様にて実施することもできる。
　・図１３に示すように、上記第１実施形態の配線基板１０において、貫通孔３２Ｘの底
部に露出する配線層３１上に、基部３８Ａと先端部３８Ｂとを有する表面処理層３８を形
成するようにしてもよい。
【００９９】
　・図１４に示すように、上記第２実施形態の配線基板１０Ａにおいて、貫通孔３２Ｘの
底部に露出する配線層３１上に表面処理層３６を形成するようにしてもよい。この表面処
理層３６は、その上面が貫通孔３２Ｘの角部３５よりも下側に位置するように形成される
。この場合に、表面処理層３９を、表面処理層３６と略同じ厚さに形成するようにしても
よい。
【０１００】
　・上記各実施形態において、表面処理層３６の形成された貫通孔３２Ｘと、表面処理層
３８の形成された貫通孔３２Ｘとが１つの配線基板１０，１０Ａに混在していてもよい。
　・図１５に示すように、上記各実施形態の貫通孔３２Ｘにおいて、開口部３４をテーパ
状に形成してもよい。例えば、開口部３４を、図１５において上側（ソルダーレジスト層
３２の上面３２Ａ側）から下側（配線層３１側）に向かうに連れて径が小さくなるテーパ
状に形成してもよい。
【０１０１】
　・上記各実施形態では、貫通孔３２Ｘの凹部３３の内壁面を、断面視において、開口端
から凹部３３の内側に向かって略楕円弧状に凹むように形成した。これに限らず、例えば
凹部３３の内壁面を、断面視において、開口端から凹部３３の内側に向かって円弧状や放
物線状に凹むように形成してもよい。
【０１０２】
　・図１６に示すように、はんだバンプ４０を、凹部３３を充填するように形成してもよ
い。本変形例のはんだバンプ４０は、表面処理層３６の上面に形成され、表面処理層３６
から露出する開口部３４を充填するように形成されている。また、本変形例のはんだバン
プ４０は、ソルダーレジスト層３２の上面３２Ａよりも上方に突出するように形成されて
いる。
【０１０３】
　なお、図１６では、表面処理層３６上にはんだバンプ４０を形成した例を示したが、表
面処理層３８上に、その表面処理層３８から露出する凹部３３を充填するはんだバンプ４
０を形成するようにしてもよい。
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【０１０４】
　・上記各実施形態では、表面処理層３６，３８，３９上にはんだボール４２を搭載し、
そのはんだボール４２を溶融してはんだバンプ４０，４１を形成した。これに限らず、例
えば、はんだめっき法等を用いて、表面処理層３６，３８，３９上にはんだバンプを形成
するようにしてもよい。
【０１０５】
　・上記各実施形態において、表面処理層３６，３８，３９上にはんだバンプ４０，４１
を形成した。これに限らず、例えば、表面処理層３６，３８，３９上に金属ポストを形成
するようにしてもよい。金属ポストは、例えば、無電解めっき法や電解めっき法により形
成することができる。
【０１０６】
　・上記各実施形態の配線基板１０，１０Ａにおける表面処理層３６，３８，３９を省略
してもよい。
　・上記各実施形態では、配線基板１０，１０Ａの最外層となる保護絶縁層の一例として
ソルダーレジスト層２２，３２を例示したが、各種の感光性を有する絶縁性樹脂から保護
絶縁層を形成することができる。
【０１０７】
　・上記各実施形態の配線基板１０，１０Ａを、ＣＳＰ（Chip Size Package）やＳＯＮ
（Small Out line Non-Lead Package）等のパッケージに用いられる配線基板に具体化し
てもよい。
【０１０８】
　・上記各実施形態並びに各変形例は適宜組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【０１０９】
　１０，１０Ａ　配線基板
　３１　配線層
　３２　ソルダーレジスト層（保護絶縁層）
　３２Ｘ　貫通孔
　３３　凹部
　３４　開口部
　３５　角部
　３６，３８，３９　表面処理層
　３７　配線層
　３８Ａ　基部
　３８Ｂ　先端部
　４０，４１　はんだバンプ
　４２　はんだボール
　５０，５０Ａ　半導体装置
　６０　半導体チップ
　６１，６２　接続端子
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【図１３】
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【図１５】

【図１６】

【図１７】
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